
寒 川 町 消防 団 員の 定員 、 任 免、 給 与、 服務 等 に 関す る 条例 新旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 加 え る）  （ 種 類 ）  

 第 3条  団 員 の 種 類 は 、 次 に 掲 げ る と お り

と す る 。  

 (1)  基 本 団 員 （ 次 号 に 掲 げ る 機 能 別 団

員 以 外 の団 員 をい う。 以 下 同じ 。 ）  

 (2)  機 能 別 団 員 （ 町 長 が 定 め る 特 定 の

職 務 に 従 事 す る 団 員 を い う 。 以 下 同

じ 。 ）  

（ 任 用 ）  （ 任 用 ）  

第 3 条  消 防 団 長 （ 以 下 「 団 長 」 と い

う 。 ） は 消 防 団 の 推 薦 に 基 づ き 町 長

が 、 そ の 他 の 団 員 は 団 長 が 、 次 の 各 号

の 資 格 を 有 す る 者 の う ち か ら 町 長 の 承

認 を 得 て任 用 する 。  

第 4 条  消 防 団 長 （ 以 下 「 団 長 」 と い

う 。 ） は 消 防 団 の 推 薦 に 基 づ き 町 長

が 、 そ の 他 の 団 員 は 団 長 が 、 次 の 各 号

の 資 格 を 有 す る 者 の う ち か ら 町 長 の 承

認 を 得 て任 用 する 。  

(1)・ (2) （ 略）  (1)・ (2) （ 略）  

(3)  志 操 堅 固 で ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ 、 かつ 、 身体 強健 な 者  

(3)  職 務 を 支 障 な く 遂 行 で き る と 認 め

ら れ 、 かつ 、 身体 健全 な 者  

（ 欠 格 条項 ）  （ 欠 格 条項 ）  

第 4条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

は 、 団 員と な るこ とが で き ない 。  

第 5条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

は 、 団 員と な るこ とが で き ない 。  

(1) （ 略）  (1) （ 略）  

(2)  第 6条 の 規 定 に よ り 懲 戒 免 職 の 処

分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら 2年 を 経

過 し な い者  

(2)  第 8条 の 規 定 に よ り 懲 戒 免 職 の 処

分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら 2年 を 経

過 し な い者  

(3) （ 略）  (3) （ 略）  

（ 加 え る）  （ 休 団 ）  

 第 6条  傷 病 、 仕 事 、 妊 娠 、 出 産 、 育 児 等

の 事 情 に よ り 長 期 間 消 防 団 の 職 務 に 従

事 す る こ と が で き な い 団 員 は 、 3年 を 超

え な い 範 囲 内 で 、 消 防 団 の 職 務 に 従 事

す る こ と を 休 止 （ 以 下 「 休 団 」 と い

う 。 ） でき る 。  

 2  団 員 が 休 団 し よ う と す る と き は 、 団 長

に あ っ て は 町 長 に 、 そ の 他 の 者 に あ っ

て は 団 長 に 、 あ ら か じ め そ の 旨 を 届 け

出 て 承 認を 受 けな け れ ば な らな い 。  

 3  前 項 の 規 定 は 、 休 団 し て い る 団 員 が 復

帰 （ 休 団 を 取 り や め 、 再 び 消 防 団 の 職



務 に 従 事 す る こ と を い う 。 以 下 同

じ 。 ） し よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用

す る 。  

 4  休 団 し て い る 団 員 が 復 帰 し た と き の 階

級 は 、 休団 を した 日の 階 級 とす る 。  

 5  第 11条 及 び 第 12条 の 規 定 は 、 休 団 し て

い る 団 員に は 適用 しな い 。  

（ 分 限 ）  （ 分 限 ）  

第 5条  任 命 権 者 は 、 団 員 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 こ

れ を 降 任 し 、 又 は 免 職 す る こ と が で き

る 。  

第 7条  任 命 権 者 は 、 団 員 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 こ

れ を 降 任 し 、 又 は 免 職 す る こ と が で き

る 。  

(1)・ (2) （ 略）  (1)・ (2) （ 略）  

(3)  前 2号 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 消

防 団 員 に必 要 な適 格性 を 欠 く場 合  

(3)  前 2号 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 団

員 ＿ ＿ に必 要 な適 格性 を 欠 く場 合  

(4) （ 略）  (4) （ 略）  

2  団 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る に 至 つた 場 合は 、そ の 身 分を 失 う。  

2  団 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る に 至 つた 場 合は 、そ の 身 分を 失 う。  

(1)  前 条 第 1号 _又 は 第 3号 に 該 当 す る

に 至 つ たと き 。  

(1)  第 5条 第 1号 又 は 第 3号 に 該 当 す る

に 至 つ たと き 。  

(2) （ 略）  (2) （ 略）  

（ 懲 戒 ）  （ 懲 戒 ）  

第 6条  （略 ）  第 8条  （略 ）  

2  停 職 は 、 1 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 行

う 。  

2  停 職 は 、 6 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 行

う 。  

第 7条  （略 ）  第 9条  （略 ）  

（ 加 え る）  （ 定 年 によ る 退職 ）  

 第 10条  団 員 は 、 定 年 に 達 し た と き は 、

定 年 に 達 し た 日 以 後 に お け る 最 初 の 3月

31日 （ 以 下 「 定 年 退 職 日 」 と い う 。 ）

に 退 職 する 。  

 2  団 員 の 定 年 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す

る 。  

 (1) 基 本団 員  年 齢 65年  

 (2) 機 能別 団 員  年齢 70年  

 3  任 命 権 者 は 、 定 年 に 達 し た 団 員 が 第 1

項 の 規 定 に よ り 退 職 す べ き こ と と な る

場 合 に お い て 、 当 該 団 員 の 退 職 に よ り

消 防 団 の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る と

認 め る と き は 、 当 該 団 員 に 係 る 定 年 退

職 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 5年 を 超 え な い

範 囲 内 で 、 当 該 団 員 を 引 き 続 い て 職 務



に 従 事 させ る こと がで き る 。  

 4  任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 団 員 を

引 き 続 い て 職 務 に 従 事 さ せ る 場 合 に

は 、 当 該 団 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら

な い 。  

 5  任 命 権 者 は 、 第 3項 の 著 し い 支 障 が 生

じ な く な っ た と 認 め る と き は 、 当 該 団

員 の 同 意 を 得 て 、 期 日 を 定 め て 退 職 さ

せ る こ とが で きる 。  

（ 服 務 規律 ）  （ 服 務 規律 ）  

第 8条 _  団 員 は 、 団 長 の 招 集 に よ つ て 出

動 し 、 職 務 に 従 事 す る も の と す る 。 た

だ し 、 招 集 を 受 け な い 場 合 で あ つ て

も 、 災 害 （ 水 火 災 又 は 地 震 等 の 災 害 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 発 生 を 知 つ た と

き は 、 あ ら か じ め 指 定 す る と こ ろ に し

た が い 、 直 ち に 出 動 し 、 職 務 に 従 事 し

な け れ ばな ら ない 。  

第 11条  団 員 は 、 団 長 の 招 集 に よ つ て 出

動 し 、 職 務 に 従 事 す る も の と す る 。 ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿  

（ 加 え る）  2  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 団 員 （ 機 能

別 団 員 は 除 く 。 ） は 、 火 災 の 発 生 を 知

っ た と き は 、 あ ら か じ め 指 定 す る と こ

ろ に 従 い 、 直 ち に 出 動 し 、 職 務 に 従 事

し な け れば な らな い。  

第 9条 _  団 員 で あ つ て 10日 以 上 居 住 地 を

離 れ る 場 合 は 、 団 長 に あ つ て は 寒 川 町

長 に 、 そ の 他 の 者 に あ つ て は 団 長 に 届

け 出 な け れ ば ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ な

ら な い 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 が な い 限

り 、 団 員 の 半 数 以 上 が 同 時 に 居 住 地 を

離 れ る こと は でき ない 。  

第 12条  団 員 で あ つ て 10日 以 上 居 住 地 を

離 れ る 場 合 は 、 団 長 に あ つ て は 町 長 ＿

＿ に 、 そ の 他 の 者 に あ つ て は 団 長 に 、

あ ら か じ め そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 が な い 限

り 、 団 員 の 半 数 以 上 が 同 時 に 居 住 地 を

離 れ る こと は でき ない 。  

第 10条  （ 略 ）  第 13条  （ 略 ）  

第 11条  （ 略 ）  第 14条  （ 略 ）  

（ 報 酬 ）＿ ＿  （ 報 酬 の額 ）  

第 12条  （ 略 ）  第 15条  （ 略 ）  

2  団 員 に は ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 、 次

に よ り 年額 報 酬を 支給 す る 。  

2  団 員 （ 機 能 別 団 員 は 除 く 。 ） に は 、 次

に よ り 年額 報 酬を 支給 す る 。  

団 長  年額  156,200円  団 長  年額  156,200円  

副 団 長  年 額  138,000円  副 団 長  年 額  138,000円  

分 団 長  年 額  122,000円  分 団 長  年 額  122,000円  

副 分 団 長  年 額  74,100円  副 分 団 長  年 額  74,100円  

部 長  年額  56,100円  部 長  年額  56,100円  

班 長  年額  51,100円  班 長  年額  51,100円  



団 員  年額  47,700円  団 員  年額  47,700円  

（ 加 え る）  3  団 員 （ 機 能 別 団 員 に 限 る 。 ） に は 、 次

に よ り 年額 報 酬を 支給 す る 。  

 団 員  年額  12,000円  

 4  前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 度 の 中

途 に お い て 、 新 た に 消 防 団 員 と な り 、

若 し く は そ の 職 を 退 い た 場 合 又 は 職 務

に 従 事 し な い 期 間 が あ る 場 合 に お け る

年 額 報 酬 の 額 は 、 前 2項 に 規 定 す る 年 額

報 酬 の 額 を 12で 除 し 、 当 該 団 員 が 職 務

に 従 事 し た 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

3  団 員 が 災 害 、 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 訓 練 等 （ 点

検 、 研 修 、 広 報 活 動 等 の 災 害 以 外 の 活

動 を い う 。 ） の 職 務 に 従 事 す る 場 合 に

お い て は 、 次 に よ り 出 動 報 酬 を 支 給 す

る 。  

5  団 員 が 災 害 （ 水 火 災 又 は 地 震 等 の 災 害

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 訓 練 等 （ 点

検 、 研 修 、 広 報 活 動 等 の 災 害 以 外 の 職

務 を い う 。 ） の 職 務 に 従 事 す る 場 合 に

お い て は 、 次 に よ り 出 動 報 酬 を 支 給 す

る 。  

災 害 の 場合  1日に つき  8,000円  災 害 の 場合  1日に つき  8,000円  

災 害 以 外の 場 合  1日に つ き  4,000円  災 害 以 外の 場 合  1日に つ き  4,000円  

4  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 1日 の 職 務

に 従 事 す る 時 間 が 4時 間 未 満 の 場 合 に お

け る 出 動 報 酬 の 額 は 、 次 の と お り と す

る 。  

6  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 1日 の 職 務

に 従 事 す る 時 間 が 4時 間 未 満 の 場 合 に お

け る 出 動 報 酬 の 額 は 、 次 の と お り と す

る 。  

災 害 の 場合  1日に つき  4,000円  災 害 の 場合  1日に つき  4,000円  

災 害 以 外 の 職 務 の 場 合  1 日 に つ き  

2,000円  

災 害 以 外 ＿ ＿ ＿ の 場 合  1 日 に つ き  

2,000円  

5  報 酬 の 支 給 方 法 に つ い て は 、 寒 川 町 非

常 勤 特 別 職 等 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁

償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 31年 寒 川 町 条 例

第 19号 ）第 3条 を準 用す る 。  

（ 削 る ）  

（ 加 え る）  （ 報 酬 の支 給 方法 ）  

 第 16条  年 額 報 酬 は 、 6月 、 9月 、 12月 及

び 3月 に 等 分 し て そ れ ぞ れ の 末 日 ま で に

支 給 す る 。 た だ し 、 前 条 第 4項 の 規 定 に

よ り 支 給 す る 年 額 報 酬 に つ い て は 、 こ

の 限 り でな い 。  

 2  出 動 報 酬 は 、 4月 分 か ら 6月 分 ま で を 7

月 末 日 ま で に 、 7月 分 か ら 9月 分 ま で を

10月 末 日 ま で に 、 10月 分 か ら 12月 分 ま

で を 翌 年 1月 末 日 ま で に 、 翌 年 1月 分 か

ら 3 月 分 ま で を 4 月 末 日 ま で に 支 給 す



る 。 た だ し 、 町 長 が 必 要 と 認 め る と き

は 、 他 の 時 期 に 支 給 す る こ と が で き

る 。  

（ 費 用 弁償 ）  （ 費 用 弁償 ）  

第 13条  （ 略 ）  第 17条  （ 略 ）  

（ 公 務 災害 補 償）  （ 公 務 災害 補 償）  

第 14条  （ 略 ）  第 18条  （ 略 ）  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

（ 退 職 報償 金 ）  （ 退 職 報償 金 ）  

第 15条  団 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ が

退 職 し た 場 合 に お い て は 、 そ の 者 （ 死

亡 に よ る 退 職 の 場 合 に は 、 そ の 者 の 遺

族 ） に 退職 報 償金 を支 給 す る。  

第 19条  団 員 （ 機 能 別 団 員 は 除 く 。 ） が

退 職 し た 場 合 に お い て は 、 そ の 者 （ 死

亡 に よ る 退 職 の 場 合 に は 、 そ の 者 の 遺

族 ） に 退職 報 償金 を支 給 す る。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

（ 委 任 ）  （ 委 任 ）  

第 16条  （ 略 ）  第 20条  （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 （ 施 行 期日 ）  

 1 こ の 条例 は 、令 和 6年 4月 1日か ら 施行

す る 。  

 （ 経 過 措置 ）  

 2 こ の 条例 に よる 改正 後 の 寒川 町 消防 団

員 の 定 員、 任 免、 給与 、 服 務等 に 関す

る 条 例 （以 下 「 改 正後 の 条 例」 と い

う 。 ） 第 10条 の規 定は 、 こ の条 例 の施

行 の 日 以後 に 改正 後の 条 例 第 10条 第 2項

の 定 年 （以 下 「定 年」 と い う。 ） に達

す る 団 員に つ いて 適用 し 、 この 条 例の

施 行 の 日前 に 定年 に達 し た 団員 に つい

て は 、 なお 従 前の 例に よ る 。  

 


